
（局）クロルプロマジン塩酸塩注射液の

薬価基準表からの削除について

１ 経緯

今般、薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合

を定める省令の一部を改正する省令（平成25年農林水産省令第43号）及び動物用

医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令（動物用医薬品の使用の規制に関す

る省令の全部を改正する省令（平成25年農林水産省令第44号））が平成25年５月

30日付けで公布され、平成25年11月30日から施行されたが、これに伴い、人用と

して承認されている医薬品のうちクロルプロマジンを含有するものについて、食

用に供するために出荷する対象動物（※）及び食用に供するために出荷する乳、鶏

卵等を生産する対象動物への使用を「使用禁止用途」として規定し、禁止するこ

ととされた（別紙参照）。

（※）対象動物とは、牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために

養殖されている水産動物をいう。

２ 薬理作用、使用実態等

・ クロルプロマジン塩酸塩はフェノチアジン誘導体の原型的な薬である。主な

薬理作用としては、中枢神経抑制作用、制吐作用、および鎮痛薬、麻酔薬ある

いは鎮静薬との相乗作用がある。（「獣医麻酔の基礎と実際 獣医麻酔外科学

会編」（学窓社））

・ クロルプロマジンを含有する注射薬として、（局）クロルプロマジン塩酸塩

注射液を薬価基準表に収載している。

なお、主として人に対して用いる医薬品については、「薬価基準表に収載で

きる医薬品の基準」において収載から除外することとされているが、局方医薬

品については、人用として承認されている医薬品であっても、必ずしも人のみ

に使用されるものではなく、また、動物用医薬品の中に代替となる医薬品がな

い場合もあることから、従来から限定的に収載している。

・ 平成２５年度の医薬品購入実態調査においては、（局）クロルプロマジン塩

酸塩注射液の購入施設は確認されなかった。

３ 対応

薬理作用からは、麻酔等の際に不可欠であるとは言えず、また、使用実態から

は積極的に薬価基準表に収載しておく理由はないと考えられるため、今回の改定

から収載しないこととする。
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